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令和８年度群馬県障害者雇用開拓事業 

基本仕様書 

 

 

第１ 目的 

 次の事業を各関係機関と連携して実施することで、障害者雇用の促進を図る。 

 

１  雇用開拓事業 

 就職を希望する障害者のために、群馬県内各地域のハローワーク、障害者就業・生活支援セ

ンター（以下、「ナカポツ」という）、県教育委員会・特別支援学校（以下、「学校」という）

等と連携して求人及び職場実習先を開拓する事業 

２  研修事業 

 県内企業の障害者雇用の促進を目的とした研修会を実施する事業 

３ 定着支援事業 

雇用された障害者の定着を目的として、企業内の関係者を対象とした研修会等を実施する事業 

４ 交流会事業 

以下の２種類の交流会を実施する事業 

①先進的企業の障害者雇用に関するノウハウの横展開を目的とした企業間の交流会 

②福祉的就労から一般就労に向かう障害者の増加を目的とした企業と関係機関 

（特に就労移行支援事業所等の福祉事業所）との交流会 

５ 伴走型支援事業 

 初めての障害者雇用の実現等を目的として、企業に継続的な支援を実施する事業 

６ その他 

  その他、障害者雇用の促進に必要な広報活動等 

 

第２ 委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

第３ 委託する事業内容 

 民間の有料職業紹介事業者（職業安定法第３０条第１項の許可を得ており、過去に就職支援事

業等の経験がある者を対象とする）等に下記の内容を委託する。 

 

１ 雇用開拓事業 

（１）雇用開拓（求人及び職場実習先の開拓） 

 ナカポツの登録者、学校の生徒及びハローワークに登録中の障害者等（以下、「登録者等」

という）の状況に合わせた雇用開拓（求人及び職場実習先の開拓）を行い、得られた情報に

ついては、関係機関に提供する。 

 雇用開拓は、群馬県内に所在し、かつ令和７年６月１日時点で障害者雇用促進法 43 条第

7 項による報告義務を負っている企業（以下「６１企業」という。）に対して、優先的に行

う。また、以下の事業所を重点的に訪問することとする。 

・法定雇用率の段階的引上げに伴い新規に対象となった、または今後新規に対象となる常用   

雇用者数 37.5～43.5名規模等の事業所 

・障害者雇用者数が０名の事業所 

※訪問先のうち６１企業が６割を超えるものとする。 
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※６１企業の一覧については、受託者が群馬労働局に請求し、取得するものとする。 

※地域の状況に応じて、ナカポツを通じて就労移行支援事業所等の利用者の情報も把握し、

雇用開拓を行う。 

（２）実施場所 

 県内各地（ナカポツの意向や設置箇所等を考慮し、県内全域を対象とすること） 

（３）業務内容 

ア 関係機関との連携 ※ハローワーク、ナカポツ、学校、障害者職業センター、就労移行支援事業所等障害者雇用に関連する機関 

 関係機関と協議の上、訪問対象企業や登録者等の状況について把握する。 

イ 雇用開拓 

 雇用開拓員の企業訪問等により、登録者等の状況に合わせた求人及び職場実習先を開拓

する。 

※企業訪問等は、原則受託者が単独で行う。 

※訪問の重複等が生じないよう、事前に関係機関と訪問企業の確認を行う。 

※受入人数、障害種別、雇用形態及び受入時期等を詳細に聞き取ること。 

※テレワーク案件についても併せて開拓をすること。 

ウ 企業への情報提供及び普及啓発 

 企業訪問においては、訪問企業の障害者雇用の状況や課題を聞き取り、障害特性・各種

制度の説明、関係機関の取り組みの周知及びセミナー情報の提供等を行う。 

エ 関係機関への企業情報の提供   

 雇用開拓員が収集した企業情報を以下のデータベースを作成して整理の上、関係機関に

対して提供する。 

 ・訪問企業一覧リスト（訪問日や対応状況をまとめた訪問企業の一覧） 

 ・開拓企業一覧リスト（獲得した実習・求人情報をまとめた企業の一覧） 

オ 関係機関の要望に応じた支援の実施 

 関係機関の要望に応じて、登録者等の相談同席や実習の実施等の支援を行う。 

カ 群馬障害者職業センター（以下、「センター」という）への情報提供及び仲介 

  企業訪問等により、企業から職場定着等に関する相談を受けた場合、センターに情報共 

有を行い、企業がジョブコーチ等の支援を受けられるように対応する。 

キ その他 

 その他、本事業の運営に必要な啓発活動。 

○ 目標 

     ・求人開拓数  ２，０００人 

・採用人数    ２００人 ※６割以上を６１対象企業への採用とする。 

・職場実習受入開拓数 １，９００人 

・職場実習人数    ２５０人 

 

２ 研修事業 

（１）実施概要 

  県内企業の障害者雇用の促進を目的とした研修会を実施する事業 

（２）業務内容 

ア 実施準備 

  県との協議のうえ、研修内容、実施場所及び講師等の調整を行う。 

イ 研修会の広報 

チラシ等を作成し、企業に対して研修会の参加周知（郵送も含む）を行う。 

周知先は、６１企業を優先に、可能な限り県内事業所に幅広く周知する。 
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参加者の募集・広報にあたっては、チラシ等を作成するほか、受託者の工夫により効果    

的に実施すること。また実施にあたっては、委託者と十分に協議するものとする。 

※チラシはＡ４仕上げ、両面印刷４色＋１色で作成し、委託者に電子媒体（PDF）で納品

すること。 

ウ 研修会の企画・運営 

       研修内容を企画の上、県と協議して、研修会の開催に係る準備・運営を行う。 

  エ フォローアップ 

    参加企業に対して以下のフォローアップを実施する。 

    ・アンケートによる事業効果の確認 

    ・障害者雇用に関する課題のヒアリング 

    ・必要に応じて、他事業（雇用開拓、定着支援、交流会、伴走型支援）への案内 

○ 目標 

・障害者雇用の促進を目的とした研修会 年間１回以上（オンラインまたは対面） 

                   参加者数５０人以上 

 

３ 定着支援事業 

（１）実施概要 

  雇用された障害者の定着を目的として、依頼を受けた企業の社内関係者を対象とした研修

会等を実施する事業 

（２）業務内容 

ア 訪問企業への周知 

    雇用開拓で企業を訪問した際に、企業の障害者の受入れ・定着に関する課題を聞き取り、

研修会の案内を行う。 

イ 研修会の準備・運営 

  企業との打合せの上、研修テーマ等を検討し、当日の準備・運営を行う。 

○ 目標 

      ・定着支援研修会 年間１２回以上 

 

４ 交流会事業 

（１）実施概要 

 以下の２種類の交流会を実施する事業 

①先進的企業の障害者雇用に関するノウハウの横展開を目的とした企業間の交流会 

②福祉的就労から一般就労に向かう障害者の増加を目的とした企業と関係機関 

（特に就労移行支援事業所等の福祉事業所）との交流会 

（２）業務内容 

ア 実施準備 

  県との協議のうえ、交流会の内容、実施場所及び講師等の調整を行う。 

イ 交流会の広報 

チラシ等を作成し、企業に対して交流会の参加周知（郵送も含む）を行う。 

周知先は、６１企業を優先に、可能な限り県内事業所に幅広く周知する。 

参加者の募集・広報にあたっては、チラシ等を作成するほか、受託者の工夫により効果    

的に実施すること。また実施にあたっては、委託者と十分に協議するものとする。 

※チラシはＡ４仕上げ、両面印刷４色＋１色で作成し、委託者に電子媒体（PDF）で納品  

すること。 
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ウ 交流会の企画・運営 

       交流会内容を企画の上、県と協議して、交流会の開催に係る準備・運営を行う。 

  エ フォローアップ 

    参加企業に対して以下のフォローアップを実施する。 

    ・アンケートによる事業効果の確認 

    ・障害者雇用に関する課題のヒアリング 

    ・必要に応じて、他事業（雇用開拓、研修、定着支援、伴走型支援）への案内 

○ 目標 

      ・交流会① 参加者数 ２５社以上 

・交流会② 参加者数 ５０社以上（企業２０社以上、福祉施設３０機関以上） 

 

５ 伴走型支援事業 

（１）実施概要 

  障害者を雇用したことがない企業に対して、初めての障害者雇用の実現を目的として、継

続的な支援を実施する。なお、初めての障害者雇用等を行う企業以外に、法定雇用率を満た

していない企業等に対しても希望があれば支援を実施することは妨げない。 

（２）業務内容 

継続的な障害者雇用に関する支援を必要とする企業に対して、障害者雇用を実現するため

の、求人票の作成、就職面接会への参加、職場見学・実習、雇い入れ等に係るコンサルティ

ングをオンライン又は対面で行う。 

○ 目標 

・参加企業  ３社以上 

・採用人数  ５人以上 

 

６ その他 

（１）広報活動等 

 障害者雇用の促進に必要な広報活動等を行う。 

 県の主催及び共催する障害者雇用に係る啓発イベント（見学会・セミナー等）の広報活動

を行う。 

  （２）その他 

 その他、障害者雇用の促進に必要な活動を行う。 

 なお、上記の事業を進める上で、必要に応じて独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構群馬支部、群馬障害者職業センター等と連携し、事業の推進を図ること。 

 

第４ 実施体制・方法 

１ 組織体制 

 本事業の実施にあたり、次の人員を配置すること 

（１）事業統括責任者（１名とする） 

 雇用開拓員を指導監督し、当事業全般を統括するとともに、雇用開拓及び定着支援等を行う

者 

（２）雇用開拓員（７名以上とする） 

 雇用開拓及び定着支援等を行う者 

※データベース管理や研修調整等を行う事務員も含む 
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２ 事業実施体制の整備 

        本事業の実施にあたり、次の準備を行う。 

  （１）関係機関との意見交換 

      年２回半期ごと、関係機関と事業に関する意見交換を実施し、事業の進め方について相    

互の共通認識を形成したうえで事業を実施すること。事業に対する要望、支援の必要性の有    

無、必要な開拓等の情報及び定期的な情報交換の方法などを詳細に打ち合わせること。 

  （２）雇用開拓員の研修 

      最初の１か月間は体制構築・雇用開拓員への研修等を行う準備期間とすることを標準とす    

る。研修にあたり、特に雇用開拓員に対して以下の能力習得を行うこと。 

    ・企業訪問時の基本的な心構えや応対方法 

    ・関係機関との連携のため、必要な情報を適切に共有するコミュニケーション力 

    ・障害特性、各関係機関の取り組み内容や関係性及び各種制度などの理解 

  （３）効果的な事業実施 

     事業実施に際し、本県の障害者雇用の現状や雇用開拓員が収集した情報（企業側が抱えて 

いる課題など）を随時分析し、雇用開拓の戦略や研修・交流会の内容に反映すること。 

 

   ３ 県への報告・提出 

   （１）行動計画書の提出 

     事業実施にあたり、年間の行動計画書を作成し書面及びデータで提出すること。なお行動    

計画書には県との協議のうえ、以下の項目を記載すること。 

    ・事業実施体制（組織体制と各員の具体的な役割） 

    ・関係機関との連携方法 

     ※「毎月第何○曜日に会議」のように具体的に記載 

      年度途中で変更がある場合は、その都度報告 

    ・企業への事業説明資料・開拓情報記載様式等 

・開拓員の研修計画 

  （２）月例報告書の提出 

     毎月、県に対して事業の進捗状況を報告すること。県との協議のうえ、以下の様式を作成

しデータで翌月 15 日までに提出すること。 

・月例実績（求人開拓数、採用人数、職場実習受入開拓数、職場実習人数等の一覧、開拓や 

定着支援の状況及び支援機関との連携状況、センターへの仲介件数、伴走型支援の支援内 

容詳細等） 

    ・訪問企業一覧（訪問した企業の一覧情報） 

     ※６１企業かどうかを明示する。 

    ・開拓員行動表（開拓員及び事業統括責任者の詳細な活動状況の記録） 

     ※各地域の会議（特別支援学校見学会を含む）に出席した場合、その内容も報告 

  （３）その他 

     事業に関わることで必要なことは随時県に報告すること。 

 

第５  委託費の制限・使途 

１ 委託事業の対象経費 

（１）人件費 

 事業統括責任者及び雇用開拓員の賃金、法定福利費（事業主負担分に限る）、社内規定等

で必要とされる範囲の諸手当（通勤手当等）。専ら本事業に従事しない者については、本事

業に従事する時間相当のものを時間単価等から算出すること。 
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（２）事業費 

ア 企業訪問等旅費 

 障害者の求人及び職場実習先を開拓するための企業訪問等に必要な燃料費並びに交通

費等の経費 

イ 賃借料 

 企業情報の取りまとめ等に使用するパソコン等のリース等に係る経費 

ウ 通信費 

 事業統括責任者、雇用開拓員が各ナカポツや学校等と連絡を取る際に必要となる経費 

エ 消耗品費 

 当事業を実施するために必要となる消耗品の購入に係る経費 

オ その他、事業運営に必要な経費 

（３）一般管理費 

 事業全般を管理する際に発生する雑務的経費。上記（１）人件費の１割を上限とする。 

（４）委託契約に係る消費税及び地方消費税等 

ア 課税事業者の場合 

 それぞれの経費については消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その総額に消費

税及び地方消費税を乗じて得た額とすること。 

イ 免税事業者の場合 

 それぞれの経費については消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、課税仕入れ額を

合算したものを消費税及び地方消費税欄に記載すること。 

 

２ 対象とならない経費 

（１）３万円以上の機械・機器等の購入代金 

（２）土地・建物を取得するための経費 

（３）施設や設備を設置又は改修するための経費 

（４）その他、事業との関連が認められない経費 

 

３ 会計処理等 

本事業の会計処理については県の指導のもと、受託事業者の経理規定に従った処理を行うこと。 

 

第６ 留意事項 

１ 併給の禁止 

 当該委託業務の委託費の支給事由と同一の事由により、支給要件を満たすこととなる各種助

成金制度（国又は国が他の団体に委託して実施する助成金制度）との併給は、受けられない点

に留意すること。 

 

２ 関係書類の整備 

 本事業の委託費による支出については、使用目的（購入物の場合は具体的な品目）、支出先、

金額の根拠や支払い時期等を確認できる領収書などの証明書類を整備しておくこと。 

 

３ 個人情報の保護 

 受託事業者は、本業務（業務の一部を再委託した場合を含む。）を履行する上で個人情報を

取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成一五年五月三十日法律第五十七号）、等

の関係法令を遵守すること。  

なお、個人情報取扱状況については契約期間中に１回以上検査を行うものとする。 
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４ 業務の引継ぎ 

 業務が終了する場合（契約解除により契約が終了した場合を含む。以下同じ。）、受託事業

者は契約期間中に引継期間を設け、円滑に業務を引き継ぐこと。 

 その際には本事業の業務全般にわたる引継書を作成し、書面及び電子データにより、県に提

出すること。 

 引継書の内容は、本仕様書「第３ 委託する業務内容」に掲げる事項について、処理手順等

を特に詳細かつ具体的に述べているものであること。 

 なお、業務の引継ぎが不要と県が認めた場合はこの限りではない。 

 

５ 不明点等に関する協議 

 受託事業者は、本業務の実施にあたって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合

は、県と適宜協議すること。 


